
 

エネルギー消費量等報告制度についてのお知らせ 

 

 

気候危機ともいえる時代に突入している中，将来の世代が夢を描ける豊かな京都を

作り上げていくため，京都市では，２０５０年までに「二酸化炭素排出量正味ゼロ」

が達成される脱炭素社会の実現を目指し，令和２年１２月に京都市地球温暖化対策条

例を改正しました。 

これに伴い，一定規模以上の床面積の建築物（事業用途）を所有又は使用されてい

る方を対象とした，エネルギー使用量の削減を目的とする「エネルギー消費量等報告

制度」を開始します。 

 

 

○ 準特定事業者（事業の用に供する建築物で，その用に供する部分の床面積の合

計が１,０００㎡以上であるものの所有者又は使用者の方。ただし，京都市地球

温暖化対策条例で定める「特定事業者」は本制度の対象外となります。）を対象と

した制度です。 

○ 事業活動に伴うエネルギー消費量及び省エネに関する取組状況等を年１回報

告いただく必要があります。報告に基づき京都市から準特定事業者の皆様へ省エ

ネのヒントとなる情報などをお返しします。 

○ 令和４年５月末頃に，令和３年度のエネルギー消費量等を報告いただくことを

予定しています。 

 

 

 

〇 詳細につきましては，令和３年冬頃にＷＥＢセミナーの開催やリーフレット等

の配布を行います。 

 

（担当）京都市 環境政策局 地球温暖化対策室 

京都市中京区河原町通三条上る恵比須町 427 番地 京都朝日会館 5 階 

ＴＥＬ：075-222-4555 

ＦＡＸ：075-211-9286 

担 当：準特定事業者担当 
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エネルギー消費量等報告制度について 

※ 事業活動で使用された電気，ガス，灯油，重油の１年間の消費量等を

報告いただくことになります。利用明細等により購入量を記録しておい

てください。なお，裏面に報告書の見本を参考に掲載しています。 

京都市は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 

この印刷物が不要になれば「雑がみ」として古紙回収等へ 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため「３密回避・マスク着用・手洗い」の徹底を！ 
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